
指定文化財等台帳（県指定文化財）

概要
所在地所有者 標柱の有無 あり なし所有者の住所 材質 石柱 木柱管理責任者管理責任者の住所 建立者備考 建立年月日

名称
舞楽二ノ舞面舞楽二ノ舞面舞楽二ノ舞面舞楽二ノ舞面

ぶがくにのまいめん 員数 １組分類（種別） 有形文化財（彫刻） 指定番号 彫13指定等年月日 昭和27年11月１日 時代 鎌倉時代構造・形式等 尉面：縦32.8cm、幅24.8cm嫗面：縦32.8cm、幅25.8cm　舞楽「二の舞」を舞う時につける面で、尉面と嫗面からなる。　鎌倉時代の作と推定され、ここを訪れた修験者によって伝えられたと思われる。大型の写実的なその作風は秀逸で、奈良県手向山神社の国重要文化財「木造舞楽面」２１面や愛知県熱田神宮の国重要文化財「木造舞楽面」１２面に遜色のないものである。大仙市土川字小杉山　地内（西仙北地域） 標柱関連情報円満寺 その他（　　　　　　）
※ 詳しくは標柱台帳を参照のこと


